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ガバナンス論から見えること

今、いろいろな意味で、地域の中で変化が起

こり始めています。たぶん皆さん方がそれぞれ

の地域でお感じになっているのは、地域づくり

やまちづくり、あるいは地域のさまざまな公共

サービスの提供などの担い手が、ずいぶん変化

をしてきているということだと思います。

これまでは、行政がもっぱらいろいろなサー

ビスをしていれば、それで大体話はすんでいた

のですが、今はそういう時代ではなくなってき

ました。いろいろな地域の人たち、あるいは企

業、各種の団体、最近ではＮＰＯやＮＧＯが一

番元気がよさそうですが、そういう新しいグル

ープが、地域の中でいろいろな仕事を担ってい

く。そして、昔ならせいぜい役所の仕事の下請

けだったのですが、今は住民・市民の側がイニ

シアチブを取って動いていくという担い手の変

化が起こってきています。そういう中で、当然、

自治体、とりわけ行政というものが、どのよう

な位置で住民に対しているのか、あるいはそう

した地域の新しい団体組織との関係で、どのよ

うな役割を持っているのかということについて

も、どうも少し変化してきているようです。

そういう意味では、これからの地域づくりを

考えていくうえで、従来、地域の中で行政や議

会などが持っていた位置や役割がかなり変わり

つつあると考えていくことができそうです。住

民やＮＰＯなどを含めて地域づくりの担い手を

考えていかなければならないしそれに伴って行

政や議会の役割も変化していくわけですが、そ

の様子を端的に言い表したのが、このガバナン

スという言い方ではないかということでありま

す。

実際にはそれぞれ地域で、地方自治、住民自

治というものを実現していくわけですが、その

自治そのものを考えていくときにも、地方公共

団体というものが憲法上もこの地方自治の本旨

を実現するための組織であり、地域の担い手で

あると当然のように考えてきました。しかし長

く持っていたこの考えが、少し違っているので
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はないかという疑問が湧き、現実にはそれ以外

のいろいろな担い手があり、この地方公共団体

も実はそういういろいろな担い手の中の一つと

して考えていかなければいけないのではないか。

地域社会の実態変化は、そういうところまでき

ているのではないでしょうか。

そして、そうした議論をしていくときの手掛

かりであり、理解のための視点の一つが、実は

このガバナンスという議論だと考えていただけ

ればいいかと思います。

ガバナンス問題の起源

a政府不信

さて、それではどういう視点でこのガバナン

スというものが考えられ始めたのかということ

です。ガバナンス問題は、先程申し上げたよう

な、地域の新しいグループや新しい動きという

ところからだけ出てきたのではない点が少しみ

そです。

昨今でいいますと、ちょうどこの２～３日大

騒ぎをしている東京電力という超巨大優良企業

が、まさにこの企業ガバナンス（コーポレート

ガバナンス）の失敗を自ら体現し、役員一同そ

ろって辞任するのかという騒ぎが目に付きまし

た。企業が法律に対する順守の義務を放棄し、

さらに企業の行動倫理にももとるような活動を

してしまう。ある意味では、企業が自らの組織

としての統治（自己統治）、コーポレートガバ

ナンス（企業のガバナンス）を喪失している状

態が東京電力でした。

似たような例としては、ＢＳＥ（狂牛病）と

いう非常に特殊な現象からではありますが、日

本ハム、あるいは雪印のケースが挙げられます。

企業としての行動倫理、あるいは基本的な法律

に対する服従というコンプライアンスの問題で

すが、そういう基本的に守らなければならない

ルールを自ら踏み外してしまったときに、それ

は社会的に見れば明らかに企業不信になるわけ

です。

実は、こういうガバナンスの問題の出発点は、

それぞれの政府のガバナンスについてもあるの

です。つまり政府が自ら統治をしていくことに

ついていろいろな不信が問題にされるとき、そ

の背景にガバナンスの問題があります。あらた

めて、その政府の統治の仕方やその働き方を、

きちんと見直していかなければいけないのでは

ないかということで、一つは、このガバナンス

というものが問題にされ始めたところがありま

す。

例えば、20世紀の100年間を通じてよくいわ

れるのは、政府の失敗ということでした。例え

ば日本国政府は、今、地方自治体も含めて700

兆円近い借金を抱え、毎年何十兆円もの財政支

出をしながら景気はよくならない状態で、まさ

にその失敗の歴史を繰り返していると言ってい

いわけです。そういう失敗の歴史そのものを20

世紀の政府が示してきたときに、当然そこには、

政府が本来備えているべきガバナンスが、もう

ガタガタに壊れてしまっているのではないかと

いう不信が色濃くあったということでもありま

す。自治体の行政も同様ですが、失敗の歴史か

ら派生する、組織としての政府そのものや行政

に対する不信が、この政府のガバナンスをもう

一度見直していこうということに結びつける大

きな要因になりました。

２つ目の重要なポイントは、この政府や行政

という組織単位の話だけではなく、特にこの10

～20年の間、公務員の不祥事が相次ぎました。
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政府という組織としての意志決定の問題だけで

はなく、その構成員である個々の公務員に対す

る信頼性もどんどんと壊されていった歴史があ

ったのです。まさに政府と公務員、あるいは自

治体行政と地方公務員の皆さん方が作り上げて

きたガバナンスそのものが、組織的にも個人的

にも国民からの不信の状態に陥っています。そ

して、そうした政府に対する不信感が増幅して

いく中で、このガバナンスを維持していくため

に、政府以外、あるいは自治体以外に、さまざ

まなアクターが活動せざるをえないではないか

という議論が起こり始めたわけでもあります。

それは、一番簡単な言い方をすれば、政府を

もっと市民の監視の下に置かなければならない

ということです。例えば、市民運動としての市

民オンブズマンなどもありますが、一般的には、

やはり政府に対する監視をもっと強化し、その

行動倫理を外形的にもっとコントロールしなけ

ればいけない、そして政治が、公務員、官僚制

に対してもっと厳しく接しなければいけないと

いう、政府不信が原因のさまざまな対応策・対

処策が取られていくことになっていったのです。

本来は政府が担うべきであったガバナンスその

ものが不信感の中でむしろ見直しを迫られ、そ

して政府以外の者の手によるガバナンスの再構

築にいきかねないところまで、20世紀末にはき

ていたと考えていただいていいかもしれません。

政府を見直す視点としてのガバナンスという捉

え方が、ガバナンス論の第1の視点といえるで

しょう。

s市民の活躍

さて、そういう状況の中で、実は政府はたく

さんの失敗をしていますが、それを補ってきた

人々がいます。あるいはその失敗の中で問題を

押し付けられ問題状況の中に取り残された人た

ちがどのように生きてきたのかということです。

これを考えてみますと、そこでは明らかに政府

に代わって市民自身の活躍ということが登場し

てきているのだろうと考えられます。つまり、

政府、あるいは行政の失敗に対して、市民が自

分自身の手で自らを助けることをやってきたわ

けです。そのとき、それはもう市民の活躍それ

自体に注目をせざるをえないことになります。

もちろん、これまでの政府の失敗に対しては、

マーケット（市場）の方で問題を解決していき、

市場が失敗したときだけ政府が介入すればよい

というような考え方もありました。しかし、す

でにマーケット自体もたくさんの失敗をしてい

ます。もちろん経済学の先生方は、長期的に見

ればマーケットの選択は正しいのだとおっしゃ

いますが、私たちは日々の暮らしが大事ですか

ら、そのマーケットの失敗を政府によってなん

とか補ってもらおうとしました。ですが、それ

も失敗する。そうすると、やはり自分たちで動

かなければならず、そこで出てきたのがボラン

タリーセクター、あるいはＮＰＯとよばれる活

動でした。もちろん、一人一人の市民が自立し

て自助努力をしていればそれでいいのですが、

現実には我々の社会の中で、完全な、万能の市

民などはありません。いろいろな人たちが助け

合いをしながら地域の中で生きていくという部

分にきちんと注目しなければ、こうした失敗を

補っている実態は見えないということです。そ

うした注目もあり、ボランタリーセクター、Ｎ

ＰＯセクターが注目されてきました。

日本での典型的な例を挙げると、阪神淡路大

震災のあと、たくさんのボランティアの人たち
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が被災地に入って活躍をされました。私自身は

行政もかなり活躍をしていたとは思っています

が、被災の度合いからすれば、政府、行政が手

を出せる範囲をはるかに超えていたわけで、仮

にそれを政府の失敗と見立ててしまえば、ボラ

ンタリーセクターやＮＰＯセクターによってそ

の失敗が埋め合わされたということになるので

す。

このような市民の活躍は、もちろん政府、あ

るいはマーケットが失敗したところだけで機能

をしているのではなく、公共サービス自体も、

多くの市民が自ら担い手となってやっていける

しやっていかざるを得ない時代になってきてい

るようです。例えば、昨今の介護のサービスで

はありませんが、民間企業も含め、市民が自分

たちで公共的なサービスを提供できるような時

代になってきており、従来、行政だけが提供で

きる質のものだと思われていた公共性を持った

サービスと同じようなものが、市民の手で提供

されるという状況が生まれてきているのです。

こういう現象を見ていくと、そこでは明らかに

社会のつくりというものが変わってきていて、

とりわけ市民中心の社会が、我々の社会の中で

新しい位置を占め始めていると捉えてみても良

い状況があるのではないでしょうか。

そうした観点からは、政府を中心にしたガバ

ナンス、あるいはそれに対する信頼が壊れてい

くというときに、もう少し別のガバナンス、つ

まり、この市民の活躍を中心にしたガバナンス

というものを考えていく余地があるのではない

か。そして、この市民を中心にしたガバナンス

から問題をもう一度見直してみてはどうかとい

うのが、このガバナンスを議論するときの第2

の論点です。

d国際社会の新たな秩序

もともと政府の活動や秩序などが全くない分

野も我々の社会にはあり、それが国際社会であ

ります。今、対テロ戦争という名目で某超大国

が一人でいきり立っているような状況がありま

すが、実はこの国際社会というのは、そこを律

する秩序を強制できるような体系が全くない社

会でもあります。言ってみれば、各国間それぞ

れの勢力が均衡している中でようやくバランス

を保っているという国際社会が、従来の国際社

会のイメージでした。そこでは、政府というも

のが全体のルールを作り、みんなに従わせて秩

序を守っているというイメージではなく、いろ

いろな担い手が勝手に動いている社会を国際社

会と想定しなければいけません。これまではグ

ローバル経済といった経済力、あるいは大量破

壊兵器を背景とした武力などの力関係で秩序が

保たれ、この国際社会はできていたと一般的に

は理解されてきました。

しかし、この20年、あるいはもう少し前から

かもしれませんが、この国際社会が少しずつ変

化をしてきました。ＮＧＯとよばれる組織、あ

るいは一団の人々が、さまざまな国際社会の舞

台で各国政府と変わらない役割、あるいはそれ

以上に大きな、国連などの既存の国際機関と変

わらない役割を果たしはじめています。つまり、

国際社会を秩序付ける際に、従来、勢力バラン

スの担い手であった超大国やその他の国家がつ

くった国際機関ではない、こういうＮＧＯ的な

ものが非常に大きな役割を果たしはじめている

のです。

翻って、国際社会の秩序をどう維持していく

のかを考えていくと、従来の政府や行政は平場

でけんかをすることぐらいしかできないという
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ことかもしれませんが、実際に各国政府の議論

でやれることの限界がかなりはっきりと見えて

きていたということでもあります。そのような

中で、各国政府がそれぞれの利害を背景に議論

をして、いい結論が出るわけがありません。そ

うではなく、むしろその限界を超えるようなＮ

ＧＯやさまざまな市民活動が、この国際社会で

の新しい秩序を作り上げる新たなガバナンスの

基礎になっていくのです。多くのＮＧＯが、世

界中を結んだコミュニケーションネットワーク

を作り上げ、その中で各国政府や国際機関に働

きかけながら、新たな秩序を構築していくこと

が現実になってきています。

新たな秩序作りすなわち新しいガバナンスが

登場する背景には、二つの要素があります。こ

のＮＧＯの活躍が世界的に見られるようになっ

てきたことと、インターネットというコミュニ

ケーションツールを使って新しいさまざまな市

民のネットワークが作り上げられてきたという

ことであり、これらが、ほぼ同時並行的に進ん

できています。インターネットというものが、

こうした地球大でのＮＧＯ活動を促進していく

うえで、非常に大きなツール、武器になってき

たと考えてもいいだろうと思っています。

そうしたコミュニケーションネットワークが

世界につくられ、そして、政府や行政の限界を

乗り越える、例えば、対人地雷の廃絶をさせる

ＮＧＯが各国政府や行政を動かしていくという

新しい秩序が作り上げられます。まさにそうし

た国際社会の新しいガバナンスが生まれ始めて

きており、それはやはりＮＧＯ（Non - Govern-

mental Organization）という市民組織がその多

くを担っているという現象があるのだろうとい

うことでもあります。第３の視点は、国際社会

のガバナンスも大きく変わってき始めたという

ことです。

f地域発展と民主主義政体

そうはいいましても、もともとガバナンスと

いう言葉は、「統治をする、治めること」を意

味していますので、よりよい秩序づくりができ

さえすれば、機能的にはだれがやろうと構わな

いのです。本来的な意味でいえば、国や自治体

がきちんとうまく働いていれば、そのガバナン

スはあらためて議論するまでもなく、それぞれ

の政府、自治体行政をきちんとコントロールし

て働かせておけばよろしいということになった

わけです。しかし、実はそのガバナンス、つま

り自治体が自治体として、あるいは中央政府が

中央政府として、きちんと働いているかどうか

がやはり問題だということが４つ目のポイント

です。

ただし、これは議論としてはいささか発展途

上国向けの議論で多く行なわれているところも

あります。発展途上国の場合には、そもそも政

府機構、官僚制組織、そしてそれらを動かして

いく代表制民主主義（議会）などの仕組み自体

が整っておらず、まずはそういうものからきち

んとつくっていかなければガバナンスの議論自

体ができないということがあります。このよう

な発展途上国などを中心に、特にグッドガバナ

ンス（よい統治）をまずはそれぞれの政府のレ

ベルできちんと実現していこうという議論が、

ガバナンスということに関連して、多く行なわ

れてきております。これが第4のパターンです。

つまり、発展途上国の場合には、その国の地

域の発展、経済発展、あるいは民主的な政府、

民主的な社会を創り上げていくことを考えてい
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くと、まずはそれぞれの政府がしっかりしなけ

れば、ガバナンスをきちんと働かせることがで

きないという共通の問題がありました。こうい

う国々では、それぞれの政治体制を民主的に成

熟させることが、社会の発展、あるいは経済発

展につながっていくだろうと言われてきました。

特に世界銀行、ＩＭＦなどの開発関係の国際機

関は、民主的で効率的な政府が開発を成功させ

る条件だと考え、こうした論点をすることが多

いのです。

このときのガバナンスには、基本的には３つ

ほど条件があります。１つは、代表制（議会）

で、民主的な選挙をやって議会を選ぶというこ

と。２つ目は、ルール（法律）の制定であり、

明示のルールができているかどうかという問題

です。３つ目は、能力ある官僚機構です。実は

発展途上国では代議制もまともに機能せず、従

来どおりの強権的な政府、あるいは国民を詐取

するような政府ができたりしやすく、また、ル

ールがない行政下では人々の平等や公正な取り

扱いは期待できません。官僚機構は腐敗してし

まい、まともに仕事をしないために、いくら海

外援助をしてもうまくいかないというような議

論をするわけです。

現実に、個々の国についていえばこのような

民主的でない側面がたくさんあるかということ

に疑問もありますが、往々にして発展途上国に

対しては、総じてこうしたよきガバナンスとい

うものをどうやって回復できるのかという観点

から、このガバナンスという問題を提起してい

ることが多いように思います。

g企業統治

５番目は、企業統治（コーポレートガバナン

ス）という観点でのガバナンスの議論です。企

業統治の議論は、基本的には株主の利益をどう

代表し、その利益をどう守っていくのかという

ところに一つ目のポイントがあります。これを

自治体の場合でいえば、主権者に対する責任と

考えていただくといいでしょう。

ただし、自治体が主権者にだけ直接的に責任

を負えばそれで問題はすべて終わるのかとい

うと、実はそうではないということはご承知の

とおりです。主権者である住民、一人一人の市

民の福利厚生を考えると、その一人一人の暮ら

しを成り立たせているのは、さまざまな組織、

団体、あるいは主権者以外の人たちとのかか

わりです。企業、さまざまな施設やサービス、

多くの人びとなどのいろいろな勢力が、この主

権者の福祉にかかわってきているのです。その

意味では、自治体自身にとっても、そしてその

自治体を構成する住民自治の担い手である

個々の住民にとっても、利害関係者（ステーク

ホルダー）はかなり幅広く存在することになり

ます。

企業統治というのは、この株主だけではなく、

取引先も含めたいろいろな利害関係者に対する

責任も併せて問うています。当然のことですが、

例えば今回の日本ハムや雪印の話は、これまで

信頼をして取引をしてきた小売店に対する責任

という点では、全くそのステークホルダーに対

する責任がとられた状況ではないということに

なります。また、雪印の場合には、その企業が

存続することで一緒に生きていけたはずの多く

の従業員の方々を路頭に迷わせるという責任を

負ってしまったことになります。自治体の場合

で言えば、職員に対する責任というものを、当

然、企業統治の中で持っていたはずですが、そ



― 31 ―

うした責任を全うしていくことが、まさにコー

ポレートガバナンスの２つ目の大きなポイント

です。

３つ目の重要なコーポレートガバナンス（企

業統治）のポイントは、ディスクロージャーで

す。それは情報の公開や説明責任と言われてき

ましたが、今回の東京電力の事件は、まさにこ

このところが一番危うかった。また、一連の雪

印にせよ、日本ハムにせよ、結局これができな

かった、これをきちんと自覚しないで企業統治

をやっていたのです。それについては企業だけ

を責めることはできず、政府も同様です。日本

国政府も、もう半年ほど前になりますが、外務

省の機密費の取り扱い問題などでは、まさに公

開しきれず、説明が全うできずに右往左往した

という現象があったのです。

企業統治（コーポレートガバナンス）の４つ

目の大きな構成要素は、管理者（役員）の責任

です。企業統治は、結局のところ、それぞれの

役員がどれぐらい企業統治をきちんと行うかと

いうことに対して一定の責務を課すとともに、

たくさんの報酬、あるいはその他のインセンテ

ィブを付与しています。自治体の管理職の皆さ

んも同じですが、まさにこの企業の統治をきち

んとやっていくという管理者の責任をきちんと

果たしていくことが、この企業統治のポイント

です。

ついでに言うと、この管理責任を全く感じさ

せない管理者、責任を取るつもりがない人は山

ほどいます。そして、それは企業だけではなく

て、自治体の場合もそうであったのかもしれま

せん。

企業統治の最後は、少し余分なことになりま

すが、企業は社会の中で生きているということ

です。それぞれの企業は、自らのガバナンスの

中に社会に対する貢献を考えていかなければい

けません。これを、行政や政府に押し当ててみ

ますと、もちろん自分のところのために一生懸

命働くということはあるのですが、自分が生か

していただいている社会に対してなんらかの貢

献はしないといけない。例えば大阪の市町村で

あれば、自分のところ以外の市町村、大阪とい

う地域、あるいは日本国に対して、どういう貢

献ができるのかということを考えなければいけ

ませんし、日本は、最近、ＯＤＡではアメリカ

に抜かれて２番目になりましたが、ともかく、

国際社会の中で日本が生きていくとすれば、そ

の国際社会に対する貢献を考えていかなければ

いけません。

このようにそれぞれの企業がそれぞれのガバ

ナンスをよりよいかたちで実行していこうとす

るのに必要な条件を考えるという発想をしてき

たのが企業統治（コーポレートガバナンス）で

した。ですが、ここのところの企業統治は、ア

メリカも日本も、株主責任を具体的に取らせた

り、管理者の責任を明確にしたりするという点

で失敗が多いと言われています。

今、コーポレートガバナンスについては、そ

の中身を少し組み替えていこうという動きがあ

ります。今までもそれは強調されてきていたの

ですが、今、指摘されているのは、この企業統

治（コーポレートガバナンス）の中で経済活動

をする人間の経済倫理をもう一度組み立て直し

ていく必要がある、具体的な行動基準、行動規

範として作り直していく必要があるということ

です。

もう１つは、社外役員制度などのように、あ

る意味では内部化されやすい監視（モニタリン
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グ）ではなかなか通用しないので、やはりもう

少し強力な監視装置が必要なのではないかとい

うことが言われてきています。それは、アメリ

カの場合でいえばＳＥＣ（証券取引委員会）の

役割と言われてきているところもあります。

このような企業統治をどう組み立て直すのか

は、現代の日本でもきちんと通用する考え方だ

と思いますが、同時にそれは、４番目にお話し

した発展途上国を念頭に置いたグッドガバナン

ス、つまり、きちんと代表を選んでいるか、役

人がしっかりと能力を持って働いているかとい

ったような視点、そして、ルールに従って適正

に行政執行しているか、公正・平等に取り扱っ

ているかという行政の原点のような話です。そ

ういうガバナンスの問題とこの企業統治の問題

は、企業の経営という観点であれ、民主的な政

府をつくっていくという観点であれ、ほぼ同じ

ようなことを考え、まさにそのガバナンスの問

題をこれまで繰り返し言ってきたのだというこ

とでもあります。

ガバメントからガバナンスへ

a地域づくりの視点の転換

このようにお話をしてきておわかりいただけ

るとおり、一連の議論は、従来あった行政、自

治体、国、中央省庁（政府）などのガバメント

とよばれる存在を中心に物事を考えるのではな

く、これをもう少し周囲のいろいろな状況と関

連付けて、この関連している多様な存在そのも

のの働き方をもっと広いスパンで考えていく。

そして、この政府、行政が持つと考えられてき

たいろいろな公益的機能が行政や政府自身の独

占物ではなく、いろいろな担い手の協力によっ

て提供されてきている。しかも、そういう外の

いろいろなかかわりを考えていかなければ、こ

のガバメント自体もうまく働いていかない。ガ

バメントがうまく働き、しかもガバメントが存

在している地域、あるいは社会がよりよく機能

をしていくためには、ガバメント単体の働きだ

けではなく、それをもっと広い視点から見なけ

ればいけない。それがガバナンスという観点だ

と考えていただければいいと思います。

したがって、昔であれば、地域の経済開発は

国が主導して公共投資をしてくれて、成長発展

ということになるのかもしれませんが、そうい

う観点だけではガバメントの失敗を繰り返して

きた過去の例と同じですし、中央政府、自治体

などのガバメントそのものが、ほぼその能力の

限界にきているにもかかわらず、よけいなこと

をさせますから、どんどん投資の質のレベルが

悪くなっていくというような問題を繰り返すこ

とになってしまいます。ガバメントからガバナ

ンスへの視点の転換というのは、まさにその地

域を考えていくときの視点の転換も同時に意味

しているのです。

この視点の転換を地域づくりという観点で見

ていくときの論点として、基本的にはもちろん

統治（治める）ということの質の変化が共通す

る要素としてあるのですが、現実に現れる姿か

たちとしては、１つは、その自治体そのものの

地域の中での位置付けがずいぶん変わりつつあ

るということです。それを、ここではとりあえ

ず「ネットワーク型ガバナンス」と言っておき

たいと思います。

自治体のいろいろな活動は、もちろん行政と

して単体で、スタンドアローンで何でもできる

ものではないということは、もう従前から言わ

れてきているとおりです。例えば建設事業にし
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ても、工事の請負契約をして事業をされるとい

うことは、それを請ける建設業者がいて、１つ

の公共事業が出来上がっていくということにな

ります。つまり、もともとそうしたさまざまな

地域の資源、力を借りながら自治体が公共サー

ビスをやってきたのですが、これまでは、それ

を全部、自治体の行政の延長として自治体とし

て委託してやっていてそれは自治体がやってい

るのと同じことであると考えることができたの

だろうと思います。

しかし、昨今、そのように自治体として一人

で頑張ってやっているということだけでは、現

実の地域づくりはできません。地域の活性化な

どは典型的にそうですが、高齢者福祉の問題を

考えてみても、そこで求められている目標は、

みんな納得できるわけですし、自治体の行政の

目標にもなるのです。しかし、それを実行して

いくときに、自治体の活動だけでは絶対に全部

できることはありません。また、だれもそんな

ことを期待もしていませんし、思ってもいませ

ん。やはり、自治体以外のいろいろな担い手が

その地域づくりにかかわってきているというこ

とを考えざるをえないのです。つまり、いろい

ろなネットワークがそれぞれ働きながら、そこ

で共有されている目標を実現し、一つの目標が

達成されていく。そういう新しいガバナンス

（統治）の仕組みがどうしても出てこざるをえ

ないということでもあります。

いろいろな市民活動や民間の活動が自治体の

仕事を補いながら、最終的には住民の皆さんの

福利厚生を実現していくというガバナンスが、

今、現実に登場しつつあるということでもあり

ますし、逆に、自治体の仕事そのものは本来そ

ういうものでしかないのだと考えなければ、問

題を見誤り、行動の仕方をまちがってしまうか

もしれません。

２つ目の視点は、このガバメントからガバナ

ンスへという変化の中で地域社会そのものを見

ていくと、そこにいろいろな新しい要素が出て

きていることです。ネットワーク型ガバナンス

も、ネットワークをする相手方がいなければ話

になりません。現実には、いろいろな地域の担

い手が、少しずつですが登場しつつあります。

もちろん、お役所で音頭を取ってＮＰＯを育て

る動きもあり、とにかく、いろいろな地域の新

しい担い手づくりのために一生懸命やっておら

れます。ＮＰＯ支援や市民活動のサポートなど、

全国各地でしばしば言われていますが、その地

域を支える新しい担い手と考えられる人たちは

多様化し、その活動が活発になってきているの

です。

３つ目の論点は、そうしたネットワーク型の

ガバナンスが、従来の自治体の活動を組み替え

る新しい視点として出てきそうであるというこ

とで、そのネットワークを担う地域の多様な活

動の担い手が多く出てきて、活発に活動をして

いる。そういう中で、まさにガバナンスそのも

のである、地域をどう治めていくのか、そこで

どのような新しい秩序をつくっていくのか、具

体的には公共サービスをどのように提供してい

くのかということを考えていくと、従来考えて

いたように、国や自治体などがその担い手では

ないのです。いろいろな担い手がそれぞれにか

かわり合ってサービスを提供していき、翻って

秩序をつくっていくという現象が出てきている

のではないでしょうか。



s統治から共治へ

さて、このような現象をもう少し別の日本語

で言い直してみました。「統治」という言葉で

は、相変わらず昔ながらのお上が治めてくださ

るというような印象もあるかもしれません。最

近、これに代えて「共治」という言葉を使う先

生方もいらっしゃいますので、それをお借りし

てきました。「ともに治める」、あるいは「とも

に治まる」のかもしれませんが、この統治から

共治へと考えていただくと、先程のガバメント

からガバナンスへということの変化が、少し極

端な言い方ですがわかりやすくなるかと思いま

す。

この統治から共治へというところで、わりと

おもしろい現象がいくつか見えてきます。従来

の行政、政府の基本的、そして最終的存在意味、

あるいはその最後のよりどころは、権力的な強

制、つまり制裁をする能力というところにあり

ました。現代社会では、それは新しいガバナン

スの特徴でもあるのですが、１つは、この強制

力を最後の担保にして統治するということ自体、

相当限界があるだろうと考えられるようになっ

てきました。いわば、強制によらないで統治を

実現していくということです。

それでは、ひたすら給付、サービスをして誘

導をするのかという話になりますが、給付、サ

ービスもある意味では強制の部分があります。

生活保護をご担当の方はおわかりのとおり、所

得保障をするお金は、税金で無理やり賦課徴収

をしたお金が回り、いわば再分配をしているの

です。税金を取るということには、必ず権力的

な強制が伴うわけです。しかし、そういう強制

ではなく、例えば寄付という行為によって自発

的に人々がお金を出して基金を積み立て、それ

をボランタリーな活動をしている人たちがいろ

いろなサービスに換えて提供をしていくという

姿を描いてみると、そこには明らかに、強制に

よらない統治、従来の強制による統治でやれな

かったサービス、あるいは広義の福祉を実現で

きる可能性が示されます。

d共治のガバナンスの特徴

このように、権力的な強制なき共治へという

ことが１つあるとすれば、もう１つの重要な特

質は、それと裏表になる、対等と協力の関係と

いうことです。地方分権推進委員会で国と地方

の対等協力関係などと言っていましたが、いろ

いろな組織、団体、個人が、相互に対等で、し

かも協力をし合う関係をつくっていったときに、

はじめてこの共治（共同統治）というところに

行き着けるだろうということです。これまでの

ような権力的な強制をするのではなく、それぞ

れの構成員がその社会の中でともに生きていく

ために自らの責務を自覚するとき、そこでは自

分自身の義務としてやることが必ず出てきます。

それが税金かもしれませんし、ボランティアの

活動かもしれませんが、そういう活動に基づい

て統治が出来上がってくるはずだというのが、

まさにこの統治から共治へという大きな転換の

２つ目の現れです。
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３つ目の重要な特徴は、そこでは圧力団体な

き多元主義であるということです。結局、いろ

いろな担い手が、上下関係ではなく対等に、し

かしそれぞれ自分自身の利害関係はしっかり持

って共存をしているという状態です。民主主義

の基本は、多様な意見がぶつかりあう中で運営

をされていくことで民主的な社会が出来上がっ

ていくと言われていますし、そういう利益の調

節がされていくところでマーケット（市場）も

政治も動いていくというのが、この多元主義の

考え方です。

そういう多元的な考え方の中で、これまでは

圧力団体や利益団体などというわけのわからな

いものがたくさんあったのですが、この共治の

世界の中では、当然のことですが強制も上下関

係もありませんので、まさに本来の意味での多

元主義が機能する余地が出てくる。もちろんこ

のような理想状態がすぐに出てきているという

のではなく、従来よりもこういうものが活躍す

る範囲は小さくなっただろうということです。

例えば、組合運動自体の質はずいぶん変わり

ました。体制や制度についての発言がずいぶん

増えてきていますし、組合員の利益が組合活動

の最大のポイントであるはずなのですが、もう

一方では、自らが所属する社会そのものの維持

存続に向けて、ずいぶんとその要求も変わって

きています。雇用を守るために給与は減らして

もいい、労働条件は悪くなってもいいというよ

うな発言すら出る時代になってきているのです。

そういう新しい多元主義といったようなものが、

どうも出現しつつあります。

４つ目は、当然それに合わせて、国も地方自

治体も、統治の働きというものを組み替えてい

かなければいけないという状況までは来ている

のだろうということです。ただし、今のところ

具体的にそこまではいかず、方向は大体出てい

るものの、再編の手前ぐらいで止まっています。

言うまでもなく、この再編の方向の一つは、最

近大きく注目されているパートナーシップや協

働という方向です。

（４）ガバナンス論の現代的な意味

ここまでの議論によりながら、ガバナンスと

いうことを少し整理してみたいとおもいます。

そして、このあと、もう少し地方自治体に即し

た議論をしてみたいと思っています。

ここまでお話をしましたように、ガバナンス

論は、国や政府を中心にした議論から、いろい

ろな担い手を前提にした新しいガバナンス（統

治のかたち）を考えていこうという議論になっ

てきています。

司馬遼太郎さんの「この国のかたち」という

有名な発言がありますが、あれはやはり政府や

そちらの統治のことが中心になっていたように

思います。しかし私は、もう少し軟らかくあれ

を読むと、この国のかたちというのは政府だけ

がつくるのではなく、市民や企業やいろいろな

担い手によりつくられていくのだと思うのです。

そこに十分に気がつかないために、政府だけが

だめになったり、企業の中心がだめになったり

しているのを見て、彼は「この国の核、中心は

融解しつつある」という表現を使い、そういう

発言が出たのだろうと思います。しかし、国家

や政府はそろそろその役割を、終えたとは言い

ませんが、変えつつありまして、むしろ、そう

いう新しいガバナンスがそれに取って変わりつ

つあります。ただし完全に取って代わっていな

いので、状況はまだ混とんとしているというと
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ころに今はあるのかもしれないと考えています。

２つ目のポイントは、ＮＰＯや企業との連携、

パートナーシップ（協働）を考えるガバナンス

が、実は新しいガバナンスの中心的な構成要素

として出てきているということです。先程はパ

ートナーシップ型ガバナンスと言いましたが、

それと同じ意味で、新しいガバナンスのかたち

としては、この協働型のガバナンスというもの

があるのではないでしょうか。

そして、この協働型のガバナンスというもの

に組み変わっていく政府の再編の方向として、

パートナーシップ型の政府活動に変わっていく

のですが、その前提として、それぞれの政府や

行政が自分自身のガバナンスを変えていかなけ

ればいけないということが、今、言われていま

す。今のところ、最も説得力のある議論が、新

しい行政管理手法、改革手法であるＮＰＭ

（New Public Management）型のガバナンスで

す。

ＮＰＭ型のガバナンスは、要するに、従来の

考え方とは大きく違って、政府は社会の中の一

構成要素であって特別な存在ではなく、政府の

役割は、市民や民間企業、ＮＰＯ組織等々によ

っていつでも代替できるはずであるから、政府

が政府として存続をし続けられるとすれば、そ

れは、あくまでもほかの担い手では著しく効率

が悪い、あるいはその目標が達成できないとき

だけであるということです。ＮＰＭ型の改革と

は、基本的にそういう新しいガバナンス、つま

り政府の役割を市民やマーケットとの関係で明

確に分担させていこうという考え方です。

結果としては小さな政府といわれますが、も

ともとそれをねらっているわけではなく、むし

ろ、ＮＰＭ型改革の目的というのは、日本、あ

るいはそれぞれの地域、皆さん方の市町村にと

って最適のガバナンスをどうやって実現してい

くのかということです。その実現の仕方として、

民営化、アウトソーシング、マーケットテステ

ィング、バリュー・フォー・マネー（仕事の値

付け）などの手法を通じて新しいガバナンスを

つくっていく。そしてまた、政府の働き方自体、

政府自身のガバナンスという観点でも、こうし

た行動様式を通じて新しいガバナンスの動き方

に対応できるような再編成を自分自身していく

というのが、この３つ目のガバナンスの特徴で

す。

そして、そこで最終的に目指されるのは、結

局、発展途上国にしても先進国にしても、一番

りっぱなよい統治、効率的で民主的な統治です。

つまり、企業でいえば、株主のためになって一

番効率のよい企業ができるコーポレートガバナ

ンスです。それは、実は国も自治体も同じで、

どれぐらい効率よく、しかし民主的に、住民の

意思を踏まえた行政ができるガバナンスをつく

れるのかということが、まさにこのガバナンス

論の出発点であり、そして行き着いた姿でもあ

ると考えていただいていいと思います。

地方自治体のガバナンスを考える視点

a地方自治から見たガバナンス変化

そうはいいましても、実際に地方自治体のレ

ベルでこのガバナンスというものを考えていく

ためには、それなりに少し視点を工夫して見て

いく必要があるだろうと思っています。

今、日本の地域では、いくつかのガバナンス

の変化があるように思います。１つは、地方分

権ということにかかわって出てくるガバナンス

の変化です。今、国と地方の関係が大きく変わ
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ろうとしており、それにかかわるガバナンスの

変化が見られるだろうと思っています。地方分

権推進委員会では、今までの国と地方の上下・

主従の関係を対等・協力の関係にしようといっ

てきました。地方自治体については、自己決

定・自己責任の地方自治を原則にしようという

こともありました。そのように、この分権改革

の中では、国と地方の関係にかかわるガバナン

スを、従来型の上下から新しい共治型のガバナ

ンスに変えようという変化がありました。そう

いう視点で地方自治体の今のガバナンスを考え

ていく必要があるだろうというのが１点目です。

２点目は、国と地方という上下関係にあるガ

バナンスを水平にしようという改革の話以外に、

実は昔から水平の関係というのもいろいろあり

ました。例えば皆さん方のところでも、さまざ

まな事務の共同処理、広域行政、一部事務組合

など、いろいろな活動をしておられると思いま

す。あるいは姉妹都市交流など、国境を越えて

地域間での交流をしておられるケースもたくさ

んあると思います。そういう地域連携や交流な

ども、実はガバナンスの広がり方の一つと考え

ていいだろうと思います。

そういう連携交流、あるいは広域行政という

ものが、今どういう状況になってきているのか

ということです。従来は、この連携や交流とい

うことについて、目先の必要、行政上の需要で、

もっぱらこうした広域行政が進められていく傾

向がありました。それは消防や廃棄物処理など

でいたしかたなくという側面もあったかもしれ

ませんが、そうした広域的な連携や交流が、今

はいろいろ違った意味を持ち始めました。それ

は、やはりそれぞれの自治体が、いわば横並び

に周辺の自治体、あるいはそれを飛び越えて世

界各地、日本国内各地のいろいろな地域との連

携や交流を、自らの行動の様式として取り入れ

始め、そして、そこの間でつくられる新しいガ

バナンスができはじめてきているということで

す。

15年ほど前に、自治体の国際化ということが

ずいぶんいわれました。今になってみるとあた

りまえのことですが、自治体外交というような

ものが真剣に議論をされていたことがあり、あ

の時期が大きな転換点だったのだろうと思って

います。従来、国の枠の中で、しかも自分の地

域のことしか考える余裕がなかった時代とは違

い、余裕はないけれどもほかの地域との関係を

考えていかなければこのガバナンス自体を維持

していけないという、いわば自治体間の結びつ

きという観点での新しいガバナンス、連携や交

流にポイントを置いたガバナンスが、どうも出

てき始めているのではないかということです。

この新しいガバナンスは、下手をすると合併

というような話になりかねないところも一方で

はあります。それぞれの地域のガバナンスをど

う組み立て直していくのか、その一環として行

政の組織、自治体の組織をどう変えていくのか

という話は当然出てくる可能性はあります。合

併については、一概にその良否を言うつもりは

ありませんが、それらのことも含めて、まさに

その地域のガバナンスが変わろうとしています。

それぞれの地域間の交流や連携などのありよう

が、それぞれの地域の存続にとって非常に重要

な意味合いを持ち始めてきているということと

表裏の関係にあるのだろうということです。も

ちろん合併問題には財政問題なども伴いますが、

それは置いておいて、それぞれの地域の発展と

いう観点で考えていくと、まさに新しいガバナ
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ンスというものを広域的に考えていく状況に来

ているということをご理解いただければいいか

と思います。

そして３つ目に、こうした地域の自治体の中

に視点を限定して考えてみると、そこには地域

社会の公益のいろいろな担い手たちがいるとい

うことです。従来は、住民を代表する執行機関

である行政、住民代表機関である議会がこの公

益の担い手であるとして中心的に考えていけば、

自治体のガバナンスはそれでとらえきれたはず

だったのですが、もうそんなことを言う人はだ

れもいなくなっています。当然、住民も、ＮＰＯ

も、公益の担い手かもしれません。公共的なサ

ービスの提供だけということでは、このなかに

企業も入ってくるかもしれないわけです。企業

の活動自体は、もちろん自分のもうけのために

やりますが、その活動そのものの性質は、方向

付けしだいで公共的な意味合いはいくらでも持

ちうる、つまり、不特定多数の人の役に立つこ

となどは、企業がやっていることでも山ほどあ

るわけです。

そのように地域社会の中で公益を担うという

ことを考えたとき、それは従来型の公益の担い

手というだけではなく、もっと幅広くその担い

手たちを見ておかなければ、地域の公益の実現

は図れませんし、仮になんとかしようと思って

も、とても今の行政、議会の手では無理だろう

ということです。

そういう点を一番端的に表しているのは、

ＰＰＰ（Public Private Partnership）という言

葉です。これは、現在イギリスの政権について

いるトニー・ブレアさんの労働党政府が進めて

きている地域運営の新しい手法です。この場合

のパブリックは国や自治体、プライベートは企

業で、その間に地域のＮＧＯ・ＮＰＯ組織が加

わって、そういう諸主体がパートナーシップを

組んで地域運営をしていきましょうと、再開発

や福祉サービスなどさまざまな活動をこのＰＰＰ

型の地域運営でやっている。しかも、ＳＲＢ

（Single Regeneration Budget）という包括補助

金をこの運営組織に出し、地域での社会サービ

スを提供させるなどということを始めています。

地域社会の中で、従来そうした公共的なサービ

スの担い手であった地方自治体の役割や位置は、

このＰＰＰの中で、ここでいう新しい地域社会

における公益の担い手たちの枠組みの中に、逆

に入れ子のように組み込まれていくという姿が

明らかになってきているのです。

s自治体ガバナンスの歴史的変化

このように、自治体のガバナンスの変化をい

くつかの視点で見ていきますと、我が国の自治

体での統治のあり方ということについて、歴史

的に主要な論点の変化が出てきている点と符合

しているのかとも考えられます。

その基本にあるのは、やはり従来型の、行政

を優先させるようなガバナンスモデルです。こ

れは、やはり役所中心、自治体や政府中心の行

政モデルですし、場合によっては、国と地方の

行政が一体化したようなガバナンスが中心のモ

デルです。

この行政優先のガバナンスモデルがどちらか

といえば明治の地方制度を念頭に置いたものだ

とすれば、これに対して戦後の地方自治は、基

本的には議会と行政が相互に監視と均衡、ある

いは監視と抑制（チェック・アンド・バランス）

をしながら、お互い最適に機能をしていこうと

いう自治モデルでした。ここでは、旧来型のガ
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バナンスというよりは、ガバメントが中心の統

治のスタイルが見られます。

これに大きな変化を迫ったのは、住民運動や

住民参加の動きでした。行政モデルというのは、

まさにその行政に対して住民がさまざまな要求

をしていき、組織立って住民の意向を取り入れ

る努力をされるという中で出てきていたわけで

す。従来の住民参加や、市民・住民、あるいは

ＮＰＯ、市民団体の位置付けは、ここで止まっ

ていたということだろうと思っています。

しかし、行政の位置が変わりつつある大きな

状況の中で、そして現実の問題を処理する能力

という点で、実はこの住民と行政の関係は、今、

大きく変わりつつある。そして、歴史的には、

ガバナンスの形態が協働モデルというものに変

わりつつあるのではないか。一応、こういう方

向を向いているのではないかというぐらいの感

覚です。

dサービス提供とガバナンス変化

このようなガバナンスの変化を、自治体のサ

ービスの提供という観点で考えてみたいと思い

ます。もちろん、地方自治体の基本的な公共サ

ービスの提供機能、まさに役務の提供というの

が地方自治体の主たる役割ですが、そういう最

も基本とされていた部分が、実はこの一連のガ

バナンス変化の中で変質しつつあります。

１つは、公共サービスの提供そのものが、い

ろいろなサービスの担い手によって多元化をし

ていきます。極端な言い方をすれば、サービス

の受け手である住民は、役所、民間企業、ボラ

ンティア組織などのさまざまなサービス提供主

体から選択ができるという社会に変わりつつあ

ります。介護保険というのは、典型的にそれを

目指していたわけです。とにかく、そういうサ

ービス提供主体の多元化が、まさにこの公共サ

ービスの世界で起こってきています。そこでは、

従来のサービス提供を中心にした自治体ガバナ

ンスではなく、さまざまな、性質の違う提供主

体が存在し、その中でサービスが組み立てられ

ていくのです。サービスの売り手、買い手の新

しい関係が出来上がるという地方自治の新しい

ガバナンスができつつあると考えていくことが

できるのではないでしょうか。

２つ目は、権力的行政の民間化です。自治体

の仕事には、サービスの提供だけではなく権力

的な行政というものもあります。もちろん市町

村の場合では、ポイ捨て禁止条例や放置自転車

の取り締まりなど細かいものが多いですが、と

にかくそういう権力的な行政はたくさんある。

サービスの提供とは違い、住民の権利、義務と

いうものに直接影響を与えるような、あるいは

財産を侵害するような行政については、やはり

自治体がやるのだろうという意味では、ガバナ

ンスは変わらないではないかという議論もある

かもしれません。しかし、実はこういう権力的

な行政そのものが、今どんどん民営化、民間化

されつつあります。

国レベルでいえば、それは私人による行政と

いう言い方をしております。各種の資格試験、

あるいは一定の基準の認定等々は、まさに今、

業界団体と「私」によって行われています。し

かし、その「私」が認定している行為自体は法

的な強制力があり、義務付けがある。まさに本

来の意味での権力的な活動である行政になって

いるということでもあります。民間でも、徐々

にそういう活動が起こりつつあります。

例えば、先程の放置自転車でいえば、地域の



人たちが交通整理をしはじめていったときに、

権力的な行政との関係でいえば、まさに民間に

そうした権力が移りつつあるということを示し

ていると考えていただいてもいいかもしれませ

ん。いろいろな民間の監視員、例えばポイ捨て

の監視員などを置いたとすると、まさにそこに

権力が移りつつあるということになるかもしれ

ません。今のところは、まだ行政の権力を民間

に委譲するという手続きが取られていますが、

共治の社会が本格的に登場してきたときに、こ

の権力的な行政がそもそも行政だけに独占され

ることについての議論は、当然出てくるでしょ

う。

３つ目のポイントは、やはりパートナーシッ

プ（協働）ということです。住民と行政のパー

トナーシップは、口先では山ほど言われていま

すが、さまざまな公共サービスにせよ、あるい

は権力的な行政にせよ、むしろ、このパートナ

ーシップ型でこれからはつくられていくという

側面が出てくる。それをこのサービスという側

面でいえば、サービスの生産自体がもう共同で

進められていく、サービスの共同生産というと

ころまで来ているのではないかということです。

従来、地方自治体のサービスの本質は、住民

の方々がみんなで一緒に使うもの、みんなで一

緒に享受するサービスを提供するところにあり

ましたが、いまや、そのサービスをつくるとこ

ろでも住民と一緒につくらざるをえないところ

にきているのではないか。そうしなければより

よいサービスはつくれず、住民の満足度も高ま

らないというところまできているのです。

最後に、こうしたサービス提供の変化の行き

着いた姿の一つで、まだ日本では全国で70件ぐ

らいしかないのでうまくいくかどうかわからない
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のですが、ＰＦＩ（Private Finance Initiative）

などは、まさに民間セクターが実質的に公共の

仕事をしています。しかも自分自身の利益活動

については、かたちとしてはきちんとその存立

の目的を達し、なおかつ公共公益的な活動がで

きているということになります。まさにそのパ

ートナーシップの行き着いた姿がＰＦＩかもし

れないと考えていただければいいかと思います。

新しいガバナンスにおける問題と対応

いかにも、今、ガバナンスというのが必然の

流れであって、そういう必然的な流れの中でガ

バナンスの観点から再編をしていけば、現状に

合ったうまくいく行政、市民の活動、パートナ

ーシップ（協働）活動が出てくるとお話をして

きたところがありますし、そちらの方向へいけ

ば万々歳なのだとお考えになってしまった方も

いらっしゃるかもしれませんが、山ほど問題が

あります。

こういう新しいガバナンスを考えるにあたっ

て、あらかじめその問題点を考えておく必要が

あります。これまでは、例えば政府も失敗をし

ました。自治体もたくさん失敗をしています。

それから、市場（マーケット）も企業もたくさ

ん失敗しています。当然、ここでいう新しいガ
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バナンス、例えばネットワーク型のガバナンス

というのも、これ自体山ほど失敗をする可能性

がありますし、もうすでにしているという指摘

もあります。いくつか事例を出しながらお話を

してみたいと思います。

１つは、コーポレートガバナンスの失敗です。

企業の自己統治はうまくいかないということは、

すでにたくさんの事例で皆様方ご自身が日常気

づいておられるとおりです。結局のところ、こ

の企業統治の失敗の分析をしてみたときに、や

はり企業の活動を抑制するメカニズム、あるい

はそれを強制するような外部的な監視の機能が

根本的に欠けていたということです。監査法人

も機能しませんでしたし、企業内の外部役員も

うまく機能しませんでした。まさに企業の自己

統治そのものが、機構としてうまくいかなかっ

たということがあります。あらためて、そうし

た外部の監視や抑制のメカニズムをどうつくっ

ていくのかというのが課題ではあります。

これは、もちろん自治体にそのまま当てはめ

ていただいてもいいわけです。これまでにも、

いろいろと公金の使途については物議を醸しま

した。結局、情報公開と市民の監視がその問題

にメスを入れさせることになりましたが、外部

の監視の目による抑制、それを背景にした自己

抑制が働いて、はじめて問題が解決されること

になります。ある意味では、コーポレートガバ

ナンスも、そして自治体ガバナンスも、自らの

自己統治という側面での危機というものをいつ

でも迎えうる可能性がありますし、いくらガバ

ナンスに注目をしても、相変わらず外部的な監

視によるチェックがどうしても必要になってい

くということが１つ目のポイントです。

２つ目の失敗は、ネットワーク型ガバナンス

の失敗です。いわば従来の自治体の役割が限界

に達してきている中で、新たな公共サービスの

担い手、あるいは地域おける公益の実現の仕方

が論じられてきたわけですが、そのネットワー

ク型ガバナンス自体が本当にうまくいっている

のかどうか、これからはうまくいくのかどうか

という問題です。結局のところ、パートナーシ

ップ型で仕事をしていくことを考えたときに、

そのパートナーシップでの事業の失敗の責任は

最終的にどこにあるのかという話は当然出てく

ると思います。

従来の第３セクターもそうでしたが、結局だ

れも責任を取らないまま、あいまいなままに事

態が推移をしていくということがありました。

ＰＦＩ型になりますと、そのあたりのリスク管

理だけははっきりしていますから、その点では

多少明確な責任分担はありそうですが、一般的

に今やられているパートナーシップは、現実の

活動の中で出来上がっていきますので、まさに

この責任のあいまいさがどこまでも付いて回り

ます。パートナーシップ型は、ボランティア活

動のようにより自発的に自由に活動をするとこ

ろに価値が出てきますし、だからこそ行政にで

きないこともできるという面があります。しか

しこのことが、責任のあいまいさにつながりや

すいのです。

もちろん、従来の行政がきちんと責任ある行

政をやってきたかも怪しく、あまり民間のこと

だけは言えませんから、ここでは「どちらも責

任があいまいです」と言っておきたいと思いま

す。

もう１つは、少し深刻な問題ではあるのです

が、民主的な正当性という問題です。先程は、

やはり行き着くところはグッドガバナンスで、
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民主主義と効率をどう実現していくのか、そう

いうよき政府、よき統治というものをどう作り

上げていくのかということが、最終的な目標の

一つでしょうというお話をしました。ネットワ

ーク型のガバナンスというのは、先程のイギリ

スのＰＰＰもそうですし、サービスの共同生産

もそうですが、例えばＰＦＩをやる、あるいは

パートナーシップで教育サービスをやるという

こと自体については、その出発点においてはま

さに民主的に決められます。しかし、その事業

が始まってしまったあと、つまり事業主体であ

る民間、あるいは市民が入ってきたときに、彼

らの活動やその活動の結果が本当に民主的に見

て正当なものかどうかということをチェックす

ることが非常に難しいということに気づきます。

要するに、市民が自分たちでやっている、民間

企業がやっているその部分について、どれぐら

いのことが主権者側から言えるのだろうかとい

うことでもあります。まさに民主主義というも

のをどう考えてこうしたパートナーシップの中

で貫き通すのか、という問題が当然出てくるわ

けです。

３つ目のポイントは、以上のコーポレートガ

バナンス、ネットワーク型のガバナンス、いず

れの失敗にも共通するのですが、結局のところ、

説明責任はそれ自体、自己責任ですから、その

自己責任の限界をどうやって超えていくのかと

いうことです。それに対応するような行動規範

を明確に持っていなければ、その自己責任自体

が果たしきれないということが出てきます。ま

ずは、この行動のルールをどうやって確立して

いくのかというのが大きなポイントになりそう

です。

しかし同時に、行動のルールそのものが内面

化をされたルールですから、当然この説明責任

と同様に相当大きな限界があります。逆にこの

説明責任、行動の規範、行動ルールのいずれも

が客観的にチェックをされなければ、このガバ

ナンスはうまく働いていかないという側面を持

つことになります。

そこで、外からの評価、統制が可能になるよ

うな仕組みが必要です。ただし、これは仕組み

としては非常に難しいことになります。もちろ

ん、これまでにも、例えば行政評価や政策評価

などで外部評価がずいぶんと議論になりました。

第三者による評価も、実質的に評価は困難であ

り、実現の可能性がきわめて少ないという指摘

もあります。しかし、評価できなければ当然コ

ントロールもできませんから、やはりこういう

ガバナンスそのものの作動、サービスの提供、

さまざまな政府活動自体の評価と統制というこ

とを考えていかなければ、このガバナンスの失

敗は避けられなくなってしまうということがあ

りそうです。

新たなガバナンスの中で

a新しいガバナンスを考える視点や論点

このような新しいガバナンスについて、今、

国であれ、自治体であれ、どちらにしても考え

ていかざるをえない状況にあることはまちがい

ありません。なぜガバナンスなのかという点を

繰り返しになりますが、実践的な観点も加えな

がら、最後にまとめにかえてお話したいと思い

ます。そのポイントは、やはりガバナンスの観

点からすると、３つぐらいありそうだと考えて

います。

自治体の、特に現場にいらっしゃる皆さん方

に、新しいガバナンス状況の下でぜひ考えてい
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ただきたいのは、１つは住民の皆さん方とのか

かわり方です。基本的にはグッドガバナンス、

よきガバナンス、よき統治という視点が重要だ

と思います。主権者、あるいは株主に対する責

任、最近では住民起点などという言い方もされ

ますが、とにかく住民を中心にした行政のあり

方ということをどう考えていくのかが、まさに

このよきガバナンスの視点の最も中心になるべ

き考え方であろうかと思います。

それは同時に、コーポレートガバナンスで言

われていたように、ただ単に住民主体でより効

率的によりよいサービスを提供していけばよい

ということではなく、それに加えて、そのこと

自体を説明していく、あるいは関連をする利害

関係者たちにもきちんと手当てをしていくとい

う企業統治の考え方が必要だろうということで

す。そうした観点から、住民とのかかわりにお

いて新しい行動様式を作り上げていくことが、

１つ目の論点です。

２つ目の論点・視点は、やはりＮＰＯとどう

かかわっていくかということです。今、いくつ

かのＮＰＯは、全国的に見てもかなり力を付け

てきています。実際に、企画力も実行力も持っ

ているＮＰＯがどんどん出てきています。もち

ろんもう一方では、相変わらずわけのわからな

い、苦情や要求ばかりをいうＮＰＯ組織とよば

れる市民組織が山ほどあります。しかしながら、

少なくともこのＮＰＯとのかかわり方を考えて

いかなければ、おそらくこれからの自治体の経

営は成り立たないだろうと思われます。その前

提にあるのは、今、地域のガバナンスは明らか

にこのグループを中心にして回り始めている、

あるいはこのグループが入ったガバナンスが出

来上がりつつあるという現状です。したがって、

このグループの政策提案やその政策の力を行政

がどう使っていくのかということもありますが、

それに加えて、やはり共同して新しい仕事をつ

くっていく、あるいは共同をしながらそれぞれ

の利益をお互いに取り合うようなガバナンスの

視点の必要性が、このＮＰＯとのかかわりでは

出てくるだろうと思っています。

最近では、いろいろな新しい施策、場合によ

っては条例を作るときにも、ＮＰＯが積極的に

かかわってコーディネートをしていくケースも

多々見られるようです。とりわけ住民とのかか

わりということを考えてみたときに、昔ながら

の住民参加ではなく、なんとかパートナーシッ

プ（協働）型のガバナンスに近いかたちにしよ

うと思えば、例えば住民参加の中にＮＰＯを入

れて具体的な提案をしていく、そして住民も一

定の役割を担いつつ共同実施をするような新し

いサービスのかたちをつくっていくというケー

スも現実にないわけではありません。

いくつかの市町村ですでにそういう動きが出

ており、最近はやりの環境問題では、環境基本

条例や環境基本計画の策定、そしてその中での

市民によるアクションプランの策定と実施とい

う動き方があります。そのようなものを想定し

ていただくと、まさにこの新しい協働型のガバ

ナンスが地域の中で機能しはじめていくという

ことが、ご理解いただけるかもしれません。

もう１点だけ、この新しいガバナンスの中で

の行動の仕方として、企業とのかかわり方につ

いても一応注意をしておいていただきたいと思

います。結局、企業も地域社会の中では重要な

構成員、住民であり、明らかにその地域社会の

重要なステークホルダー（利害関係人）です。

この企業は、当然その社会の中で生きていくた
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めの努力をされますから、いろいろな意味で、

地域社会での新しいガバナンスを作り上げてい

くときにはこれも外せない要素であると考えて

ください。単に、もうけのために仕事を取りに

くる相手ということを越えて、どういうパート

ナーシップ（協働）ができるのかということを

考えていくという状況にまできているのかもし

れないということです。

s新しいガバナンスと自治体運営の改革

最後になりますが、このような新しいいろい

ろなガバナンスが登場していく中で、実際の自

治体の運営をどのように組み立てていけばいい

のでしょうか。

とりあえず大きな議論のあるところから始め

ておきたいと思いますが、基本にあるのは、１

つはその公共サービスという自治体の基本的な

機能を考えていくときに、新しいガバナンスの

中では直接執行をするという考え方ではなくて、

むしろ、かじ取りや調整をしていくという視点

で考えてみてはどうかということです。

従来の自治体行政での運営の仕方でいえば、

明らかに何か必要な事業があれば委託や補助金

を出すなり、直接執行して施設を整備するなり

というかたちで、直接何かをやるところが多か

ったのですが、そうではなくて、情報の提供、

投げかけ、方向付けということが、むしろこれ

からの公共サービスの要点になるかもしれませ

ん。そして、むしろそれが新しいガバナンスと

いう状況に合った自治体の動き方かもしれない

と考えてみてください。

２つ目のポイントは、繰り返しお話をしてき

たとおり、これからの地域づくりを考えていく

ときには、ネットワーク型（協働型）のガバナ

ンスを基本にせざるをえないということです。

これは、住民、企業、ＮＰＯ、行政のいずれも

が一定の役割を担いつつ、しかし単純な役割分

担のモデルではなく相互に協力をすることで、

その成果をより多く生み出せ、プラスアルファ

があるという関係を考えていく。それを実現で

きるのがネットワーク型のガバナンスでもあり

ます。

３つ目のポイントは、住民と首長、議会とい

う従来型の古いガバナンスの形態をどう組み替

えていくのかという視点です。もちろん行政と

住民ということでは、公共サービスにせよ、地

域づくりにせよ、全く従来とスキームが変わっ

てくるということがありますが、この議会とい

う、いわゆる二元代表制（首長主義）と言われ

ている仕組みが、現にガバメントとしてあり、

自治体の組織機構としては残っているわけです。

そのことをこの新しいガバナンスとどのように

うまく合わせていくのかというのがポイントで

す。

行政の側、首長さんの方は、もうすでに住民

にかなり近いところでこの協働型（ネットワー

ク型）のガバナンスに移行しようという動きを

始められましたが、議会の方が少し遅れていま

す。ここのところが、たぶんこれから大きな課

題になってくるだろうと思います。現にこの議

会の中でも、すでに住民、ＮＰＯの方たちと一

緒に新しい議員立法を考えたり、作ったりした

ところも出てきています。そういう意味では、

これも変化の兆しはあるのですが、今のところ

パートナーシップの取り組みは議会では大きく

遅れています。

この首長と議会が、住民に近づくパートナー

シップ（協働）型のガバナンスをそれぞれやっ
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ていくことは、グッドガバナンス（よき統治）

ということをかたちづくっていくときにきわめ

て重要です。結局、自治体のコーポレートガバ

ナンス、ないしはグッドガバナンスということ

を考えていったとき、最後に行き着くところは、

これら機関がきちんと相互に監視をし、そして

抑制し合うことができるかどうかにかかってい

ます。これを単なる政治的な思惑だけでやって

しまうと長野県のようになるわけですが、そう

ではなく、日常の自治体運営の中でそれぞれの

抑制と均衡が図られ、監視の役割が果たされて

いくということを大切に考えていけば、それぞ

れがこの住民と協働をすることでその本来の機

能を含めて監視・抑制・均衡がよりよく機能し

ていくという中で、この両者の新しい関係もで

きていくのだろうと考えています。しかし、こ

こはぜひそうしてほしいと思いつつ、なかなか

難しいと考えている点でもあります。

ガバナンスということで、あれこれお話をい

たしました。いろいろな観点があり、ガバナン

スとはいったい何なのかと尋ねられるとすぐに

はお答えも出来ず困るのですが、もう一方では、

ガバナンスの議論が持っている可能性はかなり

幅が広いものであり、これからの自治体運営に

役立つ論点を沢山持っていると考えています。

皆様方が仕事の現場でのそれぞれの問題、ある

いは地域の皆さん方との関係を考えられるとき

に、このガバナンスという視点が多少なりとも

いろいろな理解をしていくうえでの助けになれ

ば、そして新しい仕事の仕方、あるいは新しい

施策、政策展開につながっていけば幸いです。


